
湖南市地域自然エネルギー基本条例 

 

前文 

東日本大震災とこれに伴う世界に類をみない大きな原子力発電所事故は、わが国のまち

づくりやエネルギー政策に大きな転換を余儀なくしました。これからのエネルギー政策に

ついて新たな方向性の確立と取り組みが求められています。 

湖南市では、全国に先駆けて市民共同発電所が稼動するなど、市民が地域に存在する自

然エネルギーを共同で利用する先進的な取り組みが展開されてきました。 

自分の周りに存在する自然エネルギーに気づき、地域が主体となった自然エネルギーを

活用した取り組みを継続的に進めていくことが大切です。 

わたしたちは、先達が守り育ててきた環境や自然エネルギー資源を活かし、その活用に

関する基本理念を明らかにするため、ここに湖南市地域自然エネルギー基本条例を制定し

ます。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、地域における自然エネルギーの活用について、市、事業者及び市民

の役割を明らかにするとともに、地域固有の資源であるとの認識のもと、地域経済の活

性化につながる取り組みを推進し、もって地域が主体となった地域社会の持続的な発展

に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「自然エネルギー」とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 太陽光を利用して得られる電気 

(2) 太陽熱 

(3) 太陽熱を利用して得られる電気 

(4) 風力を利用して得られる電気 

(5) 水力発電設備を利用して得られる電気（出力が 1,000 キロワット以下であるものに 

限る。） 

(6) バイオマス（新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令（平成９年政令

第 208 号）第１条第２号に規定するバイオマスをいう。）を利用して得られる燃料、熱

又は電気 

（基本理念） 
第３条 地域に存在する自然エネルギーの活用に関する基本理念は次のとおりとする。 

(1) 市、事業者及び市民は、相互に協力して、自然エネルギーの積極的な活用に努める

ものとする。 

(2) 地域に存在する自然エネルギーは、地域固有の資源であり、経済性に配慮しつつそ



の活用を図るものとする。 
(3) 地域に存在する自然エネルギーは、地域に根ざした主体が、地域の発展に資するよ

うに活用するものとする。 
(4) 地域に存在する自然エネルギーの活用にあたっては、地域ごとの自然条件に合わせ

た持続性のある活用法に努め、地域内での公平性及び他者への影響に十分配慮するも

のとする。 
（市の役割） 

第４条 市は、地域社会が持続的に発展するように、前条の理念に沿って積極的に人材を

育成し、事業者や市民への支援等の必要な措置を講ずるものとする。 

（事業者の役割） 

第５条 事業者は、自然エネルギーの活用に関し、第３条の理念に沿って効率的なエネル

ギー需給に努めるものとする。 

（市民の役割） 

第６条 市民は、自然エネルギーについての知識の習得と実践に努めるものとする。 

２ 市民は、その日常生活において、自然エネルギーの活用に努めるものとする。 

（連携の推進等） 

第７条 市は、自然エネルギーの活用に関しては、国、地方公共団体、大学、研究機関、 

市民、事業者及び民間非営利活動法人その他の関係機関と連携を図るとともに、相互の 

協力が増進されるよう努めるものとする。 

（学習の推進及び普及啓発） 

第８条 市は、自然エネルギーの活用について、市民及び事業者の理解を深めるため、自 

然エネルギーに関する学習の推進及び普及啓発について必要な措置を講ずるものとする。 

（その他） 

第９条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


